
別紙第１

報 告

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、職員給与の実態を把握するとと

もに、職員給与等を決定するために必要な諸条件について調査した。

その結果は、次のとおりである。

第１ 職員給与

本年４月１日を基準として実施した「令和５年職員給与実態調査」による

と、職員の総数は18,571人であって、その平均年齢は41.4歳、平均経験年数は

18.8年、また、男女別構成は男性59.0％、女性41.0％、学歴別構成は大学卒

86.1％、短大卒3.6％、高校卒10.3％、中学卒0.0％となっている。

これらの職員には、従事する職務の種類に応じ、行政職、公安職、教育職、

研究職及び医療職の５種９表の給料表が適用されており、実際に支払われた

職員全体の平均給与月額は、給料346,779円、扶養手当9,493円、地域手当3,981円、

計360,253円となっている。

（資料第１表、第２表）

第２ 民間給与

１ 職種別民間給与実態調査

本委員会は、職員給与と民間給与との精密な比較を行うため、人事院並

びに都道府県及び政令指定都市等の人事委員会と共同して、企業規模50人

以上で、かつ、事業所規模50人以上である県内の民間事業所のうちから、

層化無作為抽出法によって抽出した246の事業所を対象に、「令和５年職種

別民間給与実態調査」を実施した。この調査では、公務と類似すると認め

られる職務に従事する者8,731人について、本年４月分として個々の従業

員に実際に支払われた給与月額等を詳細に調査した。
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また、各民間企業における給与改定の状況や諸手当の支給状況等につい

て、本年も引き続き調査を行った。

なお、本年の職種別民間給与実態調査の完了率は、調査の重要性に対す

る民間事業所の理解を得て、88.9％と非常に高く、調査結果は広く民間事

業所の給与の状況を反映したものとなっている。

２ 調査の実施結果

本年の職種別民間給与実態調査の主な調査結果は、次のとおりである。

(1) 初任給

新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で39.6％（昨年

38.7％）、高校卒で28.0％（同25.4％）となっている。そのうち初任給を

増額した事業所の割合は、大学卒で65.3％（同28.5％）、高校卒で64.8

（同44.2％）となっており、大学卒で34.7％（同71.5％）、高校卒で

35.2％（同55.8％）の事業所においては、初任給を据え置いている。

また、新卒事務員及び新卒技術者の初任給の平均額は、大学卒で

202,160円（昨年200,354円）、高校卒で170,112円（同167,646円）とな

っている。

（資料第13表、第15表）

(2) 給与改定

民間事業所においては、一般の従業員（係員）について、ベースアップ

を実施した事業所の割合は55.1％（昨年35.0％）、ベースダウンを実施した

事業所の割合は0.0％（同0.0％）となっている。

また、一般の従業員（係員）について、定期昇給を実施した事業所の

割合は94.1％（昨年92.4％）となっているが、昇給額が昨年に比べて増

額となっている事業所の割合は40.7％（同25.5％）、減額となっている事

業所の割合は1.1％（同5.4％）となっている。

（資料第16表、第17表）
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第３ 職員給与と民間給与との比較

１ 月例給

職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき、職員に

おいては行政職、民間においては公務の行政職と類似すると認められる職

種の者について、職種、役職段階、年齢等の給与決定要素を同じくすると

認められる者同士の本年４月分の諸手当を含む実際に支払われた給与額を

対比させ、精密に比較した。

その結果、次表に示すとおり、職員給与が民間給与を１人当たり平均

2,782円（0.75％）下回っていることが明らかになった。

（別表第１、第２）

較 差（Ａ）－（Ｂ）

民 間 給 与（Ａ） 職 員 給 与（Ｂ） (Ａ)-(Ｂ)
×100

（平均43.3歳） (Ｂ)

372,708円 369,926円 2,782円（0.75％）

注：民間給与、職員給与ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

２ 特別給

職種別民間給与実態調査の結果によると、昨年８月から本年７月までの

１年間において、民間事業所で支払われた賞与等の特別給は、所定内給与

月額の4.48月分に相当していた。これを職員の期末手当・勤勉手当（特別

給）の年間の平均支給割合（4.40月）と比較すると、職員の期末手当・勤

勉手当が民間の特別給を0.08月分下回っている。

（資料第20表）

第４ 職員給与と国家公務員給与等との比較

１ 平均給与月額

職員のうち代表的職種である行政職給料表の適用を受ける職員と、これ

に相当する国家公務員との本年４月における平均給与月額※１を比較する

と、職員では、平均年齢43.3歳で369,926円、国家公務員では、平均年齢

42.4歳で404,015円となっている。
※１ 国家公務員の平均給与月額は、人事院の「令和５年国家公務員給与等実態調査（令

和５年４月１日現在）」に基づくものである。
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２ ラスパイレス指数

令和４年４月１日現在の地方公務員の給与額等を調査した総務省の

「地方公務員給与実態調査」によると、国家公務員を100とした場合の職

員のラスパイレス指数※２は100.5（前年100.5）となっている。なお、全都

道府県の平均は99.8（同99.9）となっている。

※２ ラスパイレス指数とは、地域手当等の手当を含まない地方公共団体の一般行政職

の給料表適用職員の給料額（本給）と国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給額（本

給）とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較したもの

であり、現に支給されている給料額（俸給額）に基づいて算出される。

第５ 物価及び生計費

「小売物価統計調査」（総務省）に基づく本年４月の消費者物価指数は、

昨年４月に比べ、全国で3.5％、岡山市で3.7％上昇している。

また、本委員会が「家計調査」（総務省）を基礎に算定した、本年４月にお

ける岡山市の標準生計費は、２人世帯で120,850円、３人世帯で162,690円、

４人世帯で204,530円となっている。

（資料第24表、第25表）

第６ 人事院の給与等に関する報告、勧告

人事院は、本年８月７日、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与につい

て報告し、給与の改定について勧告した。併せて、公務員人事管理について

報告し、勤務時間の改定について勧告した。

その概要は、次のとおりである。
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第７ むすび

１ 職員給与

職員給与等の決定に関係のある基礎的な諸条件については、以上述べた

とおりである。

本委員会は、地方公務員法の規定に基づき、これらを総合的に勘案した結

果、次の措置を行う必要があると判断した。

(1） 給料表

本年４月時点における民間給与と職員給与を比較した結果、職員給与

が民間給与を下回っていることが判明した。

本委員会としては、この較差を解消するため、月例給の引上げ改定を行

うこととした。

改定に当たっては、優秀な人材確保が重要な課題となっている本県の

実情に鑑み、民間との給与比較を行っている行政職給料表について、初任

給を始め若年層に重点を置いた改定を行うこととした。

なお、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額については、各級の

改定額を踏まえて改定し、行政職給料表以外の給料表については、行政職

給料表と同様の改定を行うこととする。

また、改定については、本年４月の職員給与と民間給与を均衡させるも

のであるから、同月に遡及して実施することとする。

(2） 初任給調整手当

医師に対する初任給調整手当については、医師の処遇を確保する観点

から、国家公務員の初任給調整手当の改定に関する人事院勧告に準じて

改定する。

(3） 期末手当及び勤勉手当

職員の期末手当及び勤勉手当の年間の支給割合は、昨年８月から本年

７月までの１年間における民間の特別給の支給割合との均衡を図るた

め、年間の支給月数を0.10月分引き上げ、4.50月分とすることとする。
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支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分することと

し、本年度については、12月期の期末手当及び勤勉手当の支給月数を引

き上げ、令和６年度以降においては、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ

の支給月数が６月期と12月期で均等になるよう定めることとする。

また、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当並びに特

定任期付職員及び任期付研究員の期末手当についても、同様に支給月数

を引き上げることとする。

(4）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）

人事院は、昨年の勧告時に表明した「社会と公務の変化に応じた給与

制度の整備（給与制度のアップデート) 」について、令和６年に向けて

措置を検討する事項の骨格案を示し、検討作業を進めるとしている。本

委員会としても、今後、国や他の都道府県の動向を注視することとする。

２ 公務員人事管理

(1) 人材の確保・育成

社会経済情勢や国際情勢がめまぐるしく変動し、行政課題が複雑・多

様化する一方、社会全体のデジタル化の進展など、公務を取り巻く環境

が大きく変化している。

また、新型コロナウイルス感染症の流行や頻発化・激甚化する自然災

害など、県民の生活を脅かす深刻な事案も多く発生している。

こうした中にあって、質の高い行政サービスを県民に提供し続けるた

めには、これまで経験したことのない課題に対しても、臨機応変で的確

な判断と迅速な行動ができる、決断力や柔軟性を備えた人材を継続的に

確保し、育成することが不可欠となっている。

しかし、近年、受験年齢層人口の減少に加え、国や他自治体、民間企

業等との間での人材獲得に向けた競合が激化しており、優秀な人材の確

保がより難しい状況になっている。中でも、官民を問わず人材獲得競争

が特に激しい技術職では、これまでの取組にもかかわらず、専門分野の

業務に支障をきたすことも懸念される状況が続いている。

本委員会は、これまでも新たな試験区分の創設や受験資格の拡大など

に加え、時間と場所の制約を受けずに参加できるオンライン説明会の開
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催や任命権者との連携による合格者の辞退防止を目的とした合格者交流

会の実施、ＳＮＳを活用した情報発信などにも力を入れて取り組んでき

た。

また、各任命権者においても、体験を通じて公務への理解を深めるイ

ンターンシップの受入が行われている。

今後とも、こうした取組を通じ、受験者の大多数が情報収集の手段と

しているホームページの更なる充実を図るなど、学生等の興味・関心を

高めることにより説明会への参加者を増やし、受験者の確保につなげて

いく。

特に、技術職の受験希望者に対しては、仕事説明・座談会等を通じ、

学生等へのきめ細かい説明や募集活動を行うなど、引き続き、任命権者

と連携しながら、一層強力な人材確保の取組を進める必要がある。

また、職員一人ひとりが高い意欲とやりがいを持って職務を遂行し、

生き生きと働くことができる職場であることを受験希望者に発信するこ

とで、より優秀で意欲のある人材確保に向けた好循環につなげることが

できる。

このため、職場内の良好な人間関係や雰囲気づくりなどを含めた働き

やすい職場環境整備に取り組むことも重要である。

障がい者の採用については、近年、任命権者においても積極的に採用

を行ってきているところであるが、引き続き、各任命権者は、障がいの

内容や程度に応じて能力が発揮されるよう、採用後に担う具体的な業務

や職場環境の整備等について検討していく必要がある。

人材育成については、各任命権者において研修所や職場内での研修等

に取り組んでいるが、ライフスタイルや働き方が多様化している状況に

おいて、異なるバックグラウンド、キャリア意識及び人生設計を持つ職

員一人ひとりが、モチベーションと主体性を高め、持てる能力を最大限

発揮できるよう、職員の職責やキャリア形成に応じ、計画的に職員の意

識改革と能力開発に取り組んでいく必要がある。

また、職場におけるＯＪＴの推進等を通じて、人を育てる職場環境を

整備するためには、引き続き、管理職等を対象としたマネジメント能力

の向上を図る研修の充実に取り組むことも有効である。さらには、職員

の自主性を尊重した学びやスキルアップの機会を設けることも重要とな
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る。

女性活躍推進については、これまでの取組により、管理職に占める女

性の割合は徐々に増加している。引き続き、女性職員に多様な経験を積

ませ、積極的に登用を進めていくとともに、高い職責を担うことを見据

えたキャリア形成の道筋を示すなど、自らの意欲を引き出す取組が重要

である。

(2) 人事評価制度

人事評価制度は、成績主義の原則に基づく人事管理の基礎となるもの

である。

定年の引上げや、これまで実施してきた新たな試験区分の創設や受験

資格の拡大などにより、多様なキャリアを持った職員が増える中、任命

権者において、職員の能力及び実績を的確に判断・評価し、任用や給与

等に適切に反映していくことは、職員の士気及び組織活力の維持・向上

の観点からも重要である。

また、各職場において、目標設定、面談及び日常の勤務における指導・

助言を適切に行うことにより、人材育成につなげることも大切である。

このため、職種、職場によって公務の内容や勤務環境が異なることも

踏まえながら、評価者は、評価対象者と適切なコミュニケーションを図

り業務の遂行状況を的確に把握した上で適正に評価を行うことが重要で

ある。これにより、評価者と評価対象者双方にとって納得性のある制度

として維持し、本来の制度趣旨を十分発揮できるよう、引き続き、管理

職員等の評価・育成能力の向上に向けた研修に取り組むことが重要である。

(3) 仕事と生活の両立支援

本県においては、これまで育児休業や介護休暇、不妊・不育治療に係

る休暇等について逐次拡充が図られてきた。引き続き、各任命権者にお

いては、職員に対してワーク・ライフ・バランスへの一層の理解や年次

有給休暇の取得、各種休業・休暇制度の積極的な活用を促していくこと

が必要である。

特に、本年６月に閣議決定された「こども未来戦略方針」では、国・

地方の公務員に係る男性の育児休業取得率の政府目標について、先行的
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に目標の前倒しを進めることとされたところであり、男性職員が子育て

等に参画できる環境整備に、より一層計画的に取り組む必要がある。

また、職員一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事

上の責任を果たす一方で、妊娠、出産、子育て、介護に安心して向き合

うことができるよう、支援制度が利用しやすい雰囲気や職場内の良好な

人間関係など働きやすい職場環境整備に取り組む必要がある。そうした

職場環境の実現は、公務能率と行政サービスの向上を図る上でも極めて

重要である。

なお、在宅勤務を含むテレワークや早出遅出勤務など多様で柔軟な働

き方は、育児や介護で時間的な制約がある職員などの能力発揮やワーク・

ライフ・バランスにも資するものであるが、勤務時間管理や業務中のコ

ミュニケーションなど様々な課題があることから、各任命権者において

実施している試行等を通じて、引き続き課題解決への方策について検討

していく必要がある。

同様に試行中である休息時間確保のための遅出勤務（勤務間インター

バル）については、その実施により睡眠時間を含む生活時間を十分に確

保することは、職員の健康維持のために不可欠であり、ワーク・ライフ・

バランスにも資するものであるため、併せて、試行を通じて休息時間の

確保の方策について検討していく必要がある。

(4) 時間外勤務等の縮減

本県は、平成31年４月から、時間外勤務命令の上限規制を導入してい

る。この制度においては、特例業務（大規模な災害への対応その他県民

の生命、身体及び財産を保護するために緊急に対応する必要がある業務

等）に従事する職員に対しては、上限を超えて時間外勤務を命ずること

ができることとしているが、その場合、各任命権者は要因の整理、分析

及び検証を行わなければならない。

令和４年度において上限を超えて時間外勤務を命じられた職員は、教

育庁と警察本部において前年度より減少した。一方、知事部局では、新

型コロナウイルス感染症対応業務に加え、県内各地で発生した高病原性

鳥インフルエンザの防疫措置対応業務に全庁を挙げて当たったため、大

幅に増加している。
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特例業務に該当する時間外勤務命令は、制度上認められているものと

はいえ、長時間の時間外勤務は、心身両面の負担が非常に大きいことか

ら、管理監督者は、職員の健康管理に一層の注意を払うとともに、特定

の職員に長時間勤務が集中しないよう、臨機応変に業務分担の見直しを

行うなど負担の平準化を図る方策を積極的に講じる必要がある。

また、特例の適用は極めて限定的に判断し、真にやむを得ない場合に

限るとともに、上限時間を超えて命じた要因の分析・検証に基づく対策

を十分に講じる必要がある。

一方、教育委員会においては、平成29年度からの「働き方改革プラン」

に基づく取組に加え、現在は、昨年３月に策定した「令和４～６年度学

校における働き方改革重点取組」に基づき、時間外在校等時間の削減に

取り組んでいる。

令和５年６月に実施した教職員勤務実態調査結果によれば、こうした

取組により、令和元年６月と比べ時間外在校等時間は減少しているもの

の、県立高校における時間外在校等時間の平均は月51.6時間と、平均で

月45時間を超える状況となっており、80時間を超える者の割合も、16.8％

と、憂慮すべき状況が続いている。

今後、特に長時間になっている者を始め、個々の教育職員の時間外在

校等時間の実態を十分に把握・分析し、これまでの取組を充実、強化し

ていく必要がある。その上で、やりがいを持って生き生きと働ける環境

を、教育委員会、各学校の管理監督者及び各教職員が一丸となって作り

上げていくことが不可欠である。

各任命権者には、これらの上限規制の制度の趣旨を十分に理解し、管

理監督者も含めた時間外勤務等の縮減に向けて、業務の削減・合理化や

業務配分の適正化を徹底した上で、業務量に応じた適正な執行体制を確

保するといった抜本的な対策を検討し、具体的な取組を進めるよう求め

るものである。

また、近時、平成30年７月豪雨、新型コロナウイルス感染症の拡大、

高病原性鳥インフルエンザの多発などにより、厳しい勤務環境が続く中、

多くの職員が特例業務に従事し、心身両面の負担が非常に大きくなって

いる。そのような状況を鑑みれば、大規模災害等、緊急性の高いものに

ついては、やむを得ないと認められるものの、内部管理事務など、業務

－　15　－



量や発生時期をある程度予測できるものについては、時間外勤務等の縮

減に向けた取組を強化し、更なる改善につなげていく必要がある。

時間外勤務等の縮減は、職員の心身の健康、公務能率の保持のみなら

ず、ワーク・ライフ・バランス、優秀な人材確保の観点からも、取り組

むべき喫緊の課題である。各任命権者においては、縮減に向け不断の努

力を払い、更に強い姿勢で臨まなければならない。

(5) 心の健康づくり

心の健康の問題により、病気休暇を取得、又は長期間休職する状況に

ある職員は、依然として相当数に上る。心の健康の問題は、一旦発症す

れば長期化し、復職後の再発リスクも高い傾向があるため、何よりも未

然防止が肝要である。

昨年度は、心の健康の問題により病気休暇を取得した職員及び病気休

職した職員が、ともに前年度から微減となったものの、長引く新型コロ

ナウイルス感染症への対応や県内各地で発生した高病原性鳥インフルエ

ンザの防疫措置対応など、依然として職員の心身に大きな負荷がかかっ

ていることも懸念される。

こうした状況を踏まえ、各任命権者は、職場環境や勤務実態の把握を

通じて勤務状態の改善などの未然防止策に一層取り組むとともに、メン

タルヘルス不調に陥った職員の早期発見と早期対応に努めることが必要

である。また、一旦発症した職員が円滑に職場に復帰し、その後の再発

を防止するため、関係機関等との連携の強化を図ることも重要である。

管理監督者には、自らのメンタルヘルスの状況を含め、職員の状況に

常に心を配り、問題の兆候を早めに把握してその解消に努めるなど、よ

り積極的な取組が求められる。

(6) ハラスメントの防止

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントや妊娠、出産、

育児又は介護に関するハラスメント等は、重大な人権侵害であり、被害

を受けた者の心に深い傷を負わせるだけではなく、職場環境や組織全体

にも悪影響を及ぼすものである。

こうしたことを踏まえ、各任命権者においては、管理監督者を含めた
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職員への研修等を通じてハラスメント行為の予防をはじめとした意識啓

発を図るとともに、相談窓口の周知等を行っている。引き続き、ハラス

メントを根絶する強い意志を持って、職員が相談しやすい体制整備など、

あらゆるハラスメント行為の未然防止や解決に向け、強力に取り組む必

要がある。

(7) 公務員倫理の徹底

本県職員の多くが真摯な姿勢で日々の業務に取り組む一方、依然とし

て不祥事が後を絶たない。各任命権者においては、これまでの取組を検

証するとともに、あらゆる機会を通じて服務規律の遵守を徹底し、管理

監督者はもとより職員一人ひとりが公務員倫理の重要性を深く理解し、

強い使命感と高い規範意識を持って、全力で職務に精励できるよう、不

祥事の根絶に向けた取組を強く推し進めなくてはならない。

３ 給与勧告実施の要請

人事委員会の給与勧告制度は、憲法で保障されている労働基本権を制約

することに対する代償措置として設けられたものであり、情勢適応の原則

に基づき職員の給与水準と民間の給与水準を均衡させる（民間準拠）とと

もに、職員の給与制度を国家公務員の給与制度に準じるものとして、長年

の経緯を経て職員給与の決定方式として定着している。

民間準拠を基本に勧告を行う理由は、職員も勤労者であり、勤務の対価

として適切な給与を支給することが必要とされる中で、その給与水準は、

民間企業とは異なり、市場原理による決定が困難であることから、その時

々の経済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給

与水準に準拠して定めることが最も合理的であると考えられることによる。

一方、給料表の構造等の給与制度は、公務としての近似性、類似性を重視

して均衡の原則を適用し、国家公務員の給与制度を基本として決定するこ

とが適当である。

このような民間準拠等により職員給与を決定する仕組みは、職員の理解

と納得とともに広く県民の理解を得られる方法であり、職務に精励する職

員に、こうした方法により決定された適正な給与を支給することは、行政

の効率的、安定的な運営に寄与するものである。
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議会及び知事におかれては、人事委員会勧告制度の意義と役割に深い理

解を示され、このたびの勧告を実施されるよう要請する。
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別表第１ 公民給与の比較における比較対象従業員（事務・技術関係職種）

職 種 要 件

支 店 長
・構成員50人以上の支店（社）の長又は工場の長

工 場 長

・２課以上又は構成員20人以上の部の長
部 長

・職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及び部長級専門職

・前記部長に事故等のあるときの職務代行者

・職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次長及び部次長級専門職
部 次 長

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が部長と課長の間に位置付け
られる者

・２係以上又は構成員10人以上の課の長
課 長

・職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及び課長級専門職

・前記課長に事故等のあるときの職務代行者

・課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者

・課長に直属し部下4人以上を有する者
課 長 代 理

・職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代理及び課長代理級専門職

・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が課長と係長の間に位置付け

られる者

・係の長及び係長級専門職

係 長 ・係長等のいない事業所において主任の職名を有する者のうち課長代理以上に直属

し直属の部下を有する者及び職能資格等がこれに相当する主任の職名を有する者

・係長等のいる事業所において主任の職名を有する者
主 任 ・役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から職責が係長と係員の間に位置付け

られる者

係 員 ・上司の指導、監督の下に定型的な業務を行う、いわゆる一般の事務員又は技術者

別表第２ 公民給与の比較における対応関係

行政職給料表 民間事業所

標準的な 企業規模500人 企業規模100人以上 企業規模100人
等級

職務(例) 以上の事業所 500人未満の事業所 未満の事業所

支店長、工場長、
９級 本庁部長

部長、部次長

本庁
８級

部次長 支店長、工場長、
課 長

本庁 部長、部次長
７級

困難課長 支店長、工場長、

部長、部次長
６級 本庁課長

課長代理 課 長

５級 副参事 課 長

４級 主幹 課長代理 課長代理

係 長

３級 主任 係 長 係 長

２級 主 任 主 任 主 任
主事

技師
１級 係 員 係 員 係 員
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